
対象  

・関市内にお住まいのおおむね 18 歳未満の子どもとその家族 

・関係機関の職員等 

関係機関のみなさまへ                        

 

 

 

 

 

 

 

発達相談支援係では、発達について心配のある方やその家族、関係機関からの相談をお聞きし、

困りごとについて一緒に考えて、関係機関と連携しながら、切れ目のない支援を目指します。 
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まずはお電話ください。 

関市こども家庭センター   0575-23-0189 
関市子ども家庭課        発達相談支援係（担当：藤滝・水野）  

月～金曜日（祝日を除く） 午前 9 時～午後 5 時 

（ver.Ⅳ R６.４） 

 子どもの発達に関する相談 

内容 

《本人・家族への支援》 

・本人、家族の方の子育ての困りごと、発達の気になることなどの相談に応じます。必要に応

じて制度やサービスの紹介、関係機関等と連携し、今後の生活について一緒に考えます。 

・社会との繋がり先がない 15 歳以降の子どもや卒業後に繋がり先がなくなる可能性のある

中学生に対して関係機関（医療・教育・就労）と連携をしながら本人の自立に向けて一緒に

考えます。 

・子どもとの関わりに困っている保護者に対してペアレント・トレーニングを実施します。 

 

《関係機関への支援》 

・幼稚園、保育園等への巡回相談を実施し、子どもや保護者への対応について一緒に考えま

す。必要に応じて心理の専門職と連携し、見立てや関わり方の助言等をします。 

・保健センター、幼稚園、保育園、小中学校、高等学校、福祉サービス事業所、その他本人に

関わる機関等と連携しながら支援をつなぎます。 

・関係機関の職員向けの研修会を企画、実施し、支援者のスキルアップを支援します。 

どうしてルールや約束が

守れないんだろう・・・ 

 

準備や片付けが 

ゆっくりでイライラする 

 


